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2014 年６月６日に総会により採択された決議 
〔主要委員会への付託なし（A/68/L.48）〕 

68/275．国際連合ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ賞 

 

総会は、 

 

2010 年以来毎年国際連合により祝われてきた、ネルソン・マンデラ国際デーとして７月 18 日を指

定した、2009 年 11 月 10 日の総会決議 64/13 を想起し、 

 

国際連合ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ賞の制定における議長のイニシアティブに対し、総会

の第 68 会期の議長を称賛し、 

 

自由とアフリカの統一に対するアフリカの闘争におけるネルソン・ホリシャシャ・マンデラの主導

的役割と支援、非人種の、非性差別の、民主的な南アフリカの創設に対する彼の顕著な貢献および国際

的な民主主義のための闘争と世界中の平和の文化の促進に対する彼の貢献を念頭に置きつつ、 

 

紛争解決、人種関係、人権の促進と保護、和解、ジェンダーの平等および子どもとその他の脆弱な

集団の権利の分野、並びに貧者と開発が十分行われていないコミュニティの向上における、人道主義者

としての、人類への奉仕に対するネルソン・ホリシャシャ・マンデラの価値および彼の献身もまた念頭

に置きつつ、 

 

ネルソン・ホリシャシャ・マンデラの驚くほどの人生と遺産に対し、更なる尊敬と敬意を払うこと



を願いつつ、 

 

１．国際連合の目的および原則に対する個人の顕著な業績や貢献を示す証拠として、本質的に名誉

として与えられるものである、国際連合ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ賞を制定することを決定す

る。 

 

２．事務総長に対し、総会の議長と協議して、遅くとも 2014 年 11 月 30 日までに総会によって採

択されることになる、賞を贈るための基準と手続を、この決議の採択から６か月以内に、制定すること

を要請する。 
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